
ＰＬ051001 保01

離職されたみなさまへ



− ２ −



− ３ −



− ４ −



− ５ −



特例による
受給期間
４か月

受給可能な
期 間 事 業 の 実 施 期 間 （３年６か月）

事 業 の 実 施 期 間 （２年）

１ 離職日の翌日に起業して２年後に廃業したケース

本来の受給期間
１ 年

受給可能な期間

受給期間に算入しない期間
２ 年

２か月

特例申請

離職日の翌日 本来の受給期間満了日 休廃業日の翌日 受給期間満了日

事業開始日

前 職

２ 離職日の２か月後に起業して３年６か月後に廃業したケース

本来の受給期間
１ 年

受給可能な期間

受給期間に算入しない期間
３ 年

２か月

特例申請

離職日の翌日 本来の受給期間満了日 休廃業日の翌日 受給期間満了日

前 職

２か月 受給期間に算入

特例による受給期間
１ 年
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求職申込と
受給資格の決定

離 職

待期満了

給付制限

失業の認定

基本手当の支払い

就 職

支給終了

原則として 4 週間ご
とにあなたの認定日
が指定されます。

雇用保険説明会
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※ 雇用保険の手続きは、月曜日～金曜日（休祝日・年末年始を除く）の 8 時 30 分～ 17 時 15 分です。
また、「受給資格決定」の他に「求職申込み」の手続きもあり、求職申込みには一定の時間がかかること等か
ら、16 時前までのご来所をお勧めします。

※ 職業相談には一定の時間がかかることから、職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたっての時間帯
（夜間開庁や土曜開庁の日は除いた平日）は、9 時～ 17 時の間のご利用をお勧めします。

※ 駐車スペースには限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。（ハローワーク
和歌山の駐車場は障がい者専用のみ）

詳しい手続きについては、最寄りのハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。

ハローワーク（公共職業安定所）・和歌山労働局職業安定部職業安定課

厚生労働省 HP に雇用保険の Q&A を掲載しておりますので、ご覧ください。

【URL はこちら】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

ハローワーク 窓口のご利用について 

和歌山
〒640-8331
和歌山市美園町5-4-7
☎073-425-8609

和歌山市・岩出市・
紀の川市に
お住まいの方

かいなん
〒642-0001
海南市船尾186-85
☎073-483-8609

海南市・海草郡に
お住まいの方

湯浅

御坊

〒643-0004
有田郡湯浅町
湯浅2430-81
☎0737-63-1144

有田市・有田郡に
お住まいの方

〒644-0011
御坊市湯川町財部943
☎0738-22-3527

御坊市・日高郡
（みなべ町は除く）に
お住まいの方

田辺

和歌山県下の　　　　　　（公共職業安定所）です。

〒646-0027
田辺市朝日ヶ丘24-6
☎0739-22-2626

田辺市（本宮町は除く）
西牟婁郡（すさみ町は除く）
日高郡みなべ町にお住まいの方

串本

〒649-3503
東牟婁郡串本町串本2000-9
☎0735-62-0121

串本町・古座川町・
西牟婁郡すさみ町にお住まいの方

新宮公共職業安定所串本出張所

新宮
〒647-0044
新宮市神倉4-2-4
☎0735-22-6285

新宮市・田辺市本宮町・
東牟婁郡（串本町・古座川町は除く）に
お住まいの方

橋本
〒648-0072
橋本市東家5-2-2
橋本地方合同庁舎1階
☎0736-33-8609

橋本市・伊都郡に
お住まいの方
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